
　

皆
さ
ん
、
健
康
診
断
を
受
け
て
い
ま
す

か
？
脳
卒
中
・
心
臓
病
・
が
ん
な
ど
の
生

活
習
慣
病
は
、
予
防
と
早
期
発
見
が
大
切

で
す
。
自
分
の
健
康
を
守
る
た
め
、
年
１

回
健
康
診
断
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

▼
実
施
期
間
＝
６
月
１
日
（
水
）
〜
11
月

30
日
（
水
）
／
胃
が
ん
・
乳
が
ん
検
診
は

平
成
18
年
１
月
31
日
（
火
）
ま
で　

▼
場

所
＝
市
内
指
定
医
療
機
関　

▼
受
診
料
＝

無
料　

▼
そ
の
他
＝
詳
し
く
は
、
田
原
福

祉
セ
ン
タ
ー
に
あ
る
田
原
市
成
人
健
康
ガ

イ
ド
を
ご
参
照
く
だ
さ
い

▼
健
康
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

5
23
局
３
５
１
５

　

田
原
市
で
は
、
高
齢
の
皆
さ
ん
が
い
つ

ま
で
も
元
気
で
生
き
生
き
と
過
ご
し
、
健

康
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た

だ
け
る
よ
う
、
６
月
か
ら
市
内
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
に
加
入
し
て
い
る
方
の
会
費
の
一

部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
方

で
、
市
内
に
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
現

会
員
お
よ
び
新
し
く
会
員
に
な
ら
れ
る
方

（
法
人
会
員
は
除
く
）　

▼
対
象
施
設
＝
ス

ポ
ー
ツ
ボ
ッ
ク
ス
田
原
／
ア
イ
レ
ク
ス
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
田
原
（
順
不
同
）　

▼
補

助
額
＝
月
額
１
０
０
０
円　

▼
必
要
書
類

＝
申
込
書
お
よ
び
会
員
証
の
写
し
、
会
費

を
納
入
し
た
こ
と
が
わ
か
る
書
類　

▼
そ

の
他
＝
入
会
金
へ
の
補
助
は
あ
り
ま
せ
ん

／
詳
し
く
は
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い▼
福
祉
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

5
23
局
４
６
５
４

　

児
童
手
当
現
況
届
は
、
毎
年
6
月
1
日

に
お
け
る
状
況
を
記
入
し
、
児
童
手
当
を

引
き
続
き
受
け
る
要
件
が
あ
る
か
確
認
す

る
も
の
で
す
。
届
け
出
な
い
と
、
6
月
分

以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
必

要
書
類
は
受
給
者
あ
て
に
送
付
し
ま
す
。

▼
提
出
期
限
＝
６
月
30
日
（
木
）　

▼
そ

の
他
＝
受
給
者
の
保
険
証
の
写
し
ま
た
は

年
金
加
入
証
明
書
（
厚
生
年
金
な
ど
の
加

入
者
）・
児
童
手
当
用
の
所
得
証
明
書
（
平

成
17
年
1
月
1
日
以
降
に
転
入
し
て
き
た

方
）
な
ど
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る
書

類
が
あ
り
ま
す

▼
児
童
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

5
23
局
３
５
１
３

　

平
成
16
年
12
月
３
日
に
公
布
さ
れ
た

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に

基
づ
き
、
平
成
17
年
４
月
１
日
か
ら
、
子

ど
も
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い

て
、
家
庭
そ
の
他
か
ら
の
相
談
に
応
じ
る

児
童
相
談
業
務
が
、
新
た
に
市
町
村
の
業

務
と
し
て
規
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

田
原
市
に
お
い
て
も
、
児
童
虐
待
を
始

め
と
し
て
、
障
害
相
談
や
非
行
相
談
、
不

登
校
相
談
な
ど
、
子
ど
も
に
関
す
る
あ

ら
ゆ
る
相
談
を
受
け
る
窓
口
を
設
置
し
ま

し
た
。
な
お
、
こ
の
相
談
窓
口
は
、
児
童

虐
待
な
ど
の
通
告
窓
口
に
も
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
緊
急
の
場
合
に
は
、
休
日
・

夜
間
で
も
対
応
し
ま
す
。

児
童
相
談
窓
口

▼
児
童
課
（
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

5
23
局
３
５
１
３

休
日
・
夜
間
な
ど
で
緊
急
の
場
合

5
22
局
１
１
１
１

　　

取
引
や
証
明
に
使
用
す
る
計
量
器
の
性

能
・
精
度
を
一
定
水
準
に
保
ち
、
公
平
な

取
引
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
検
査
で
す
。
検
査
を
受
け
ず
に
取

引
・
証
明
に
使
っ
た
場
合
、
計
量
法
違
反

で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
日
時
＝
①
６
月
21
日（
火
）②
22
日（
水
）

／
午
前
10
時
〜
午
後
3
時　

▼
場
所
＝
①

田
原
市
役
所
②
赤
羽
根
文
化
会
館

▼
検
査
手
数
料
＝
２
５
０
円
〜
／
計
量
器

の
種
類
に
よ
り
異
な
り
ま
す　

▼
そ
の
他

＝
業
務
上
計
量
器
を
使
用
し
て
い
る
事
業

所
で
、
一
度
も
こ
の
検
査
を
受
け
た
こ
と

の
な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
商
工
観
光
課
5
23
局
３
５
１
６

平成17年6月1日 　  　　　　　　　　│ 16 │

基
本
健
康
診
査 
・ 

が
ん
検
診

児
童
手
当
現
況
届
の

　
　

提
出
を
忘
れ
ず
に
！

計
量
器
の

　

定
期
検
査
を
忘
れ
ず
に
！

児
童
相
談
窓
口
を
設
置

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

　
　

利
用
助
成
事
業




